
岩倉市認定こども園等運営費 補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、認定こども園、認可保育所及び小規模保

育 事 業 所 （ 以 下 「 認 定 こ ど も 園 等 」 と い う 。） の 運 営 及 び 保

育内容の充実を図り、もって児童の福祉の増進に寄与するた

め、認定こども園等が実施する保育運営事業に要する費用に

対し、予算の範囲内において交付する岩倉市認定こども園等

運 営 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。） に 関 し 、 必 要 な 事

項を定めるものとする。  

（定義）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当該各号に定めるところによる。  

(1) 認定こども園  就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）第２条第７項の規定に基づき設置された幼保連携型認

定こども園のうち学校法人 （私立学校法（昭和２４年法律

第２７０号）第３条に規定する学校法人をいう。）又は社会

福祉法人（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２

条に規定する社会福祉法人をいう。）により設置されたもの

をいう。  

(2) 認可保育所  児童福祉法（昭和２２年法律第 １６４号）

第３５条第４項の規定により都道府県及び市町村以外の者

が設置した保育所をいう。  

(3) 小規模保育事業所  児童福祉法第６条の３第１０項 に規

定する小規模保育事業を実施する事業所をいう。  

（補助要件）  

第３条  補助を受けることができる施設は、子ども・子育て支

援 法 に 関 す る 岩 倉 市 施 行 規 則 （ 平 成 ２ ７ 年 岩 倉 市 規 則 第 ３

号）第１８条の規定により市長が確認した特定教育・保育 施

設等とする。  

（補助事業）  

第４条  この要綱において補助金の交付の対象となる事業（以



下「補助事業」という。）は、次に掲げる事業とする。  

(1) 延長保育促進事業  愛知県地域子ども・子育て支援事業

費補助金交付要綱（平成２ ７年３月３１日付け２６子支第

１４６５号愛知県健康福祉部長通知）３ (2)に基づき実施す

る事業  

(2) １歳児保育実施事業  児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２４年愛知県条例第６８号）

第６条の保育所の保育士の数を超えて保育士を配置する事

業。この場合において、対象児童は、 子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号 ）第２０条第４項の支給認定

子どもであって、 同法第１９条第１項第３号の 小学校就学

前子どものうち満１歳の幼児（保育の提供を受けた年度の

初日において満１歳であるものとし、その者が年度の途中

で２歳に達した 場合においても当該年度中は満１歳とみな

す。）とする。  

(3) 主任保育士配置事業  主任保育士（１０年程度の保育の

経験を有する 者をいう。）を配置する事業  

(4) 産休・病休代替職員配置事業  産休・病休代替職員制度

実施要綱（平成 １９年６月７日付け１９子支第９４号愛知

県健康福祉部長通知）に基づき実施する事業  

(5) 保育補助者雇上強化事業  保育補助者雇上強化事業実施

要綱（平成２９年４月１７日付け雇児発０４１７第２号厚

生労働省雇用均等・児童家庭 局長通知）に基づき実施する

事業  

(6) 保育体制強 化事業  保育体制強化事業実施要綱（平成２９

年４月１７日付け雇児発０４１７第２号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知）に基づき実施する事業 （ただし、

第２条第３号に規定する小規模保育事業所において実施さ

れるものを除く。）  

(7) 保育所等賃借料支援事業  都市部における保育所等への

賃借料支援事業実施要綱（平成２９年３月３１日 付け雇児

発０３３１第３０ 号厚生労働省雇用均等・児童家庭 局長通

知）に基づき実施する事業  



(8) 保 育 環 境 向 上 等 事 業  保 育 環 境 等 改 善 等 事 業 実 施 要 綱

（平成２９年３月３１日 付け雇児発０３３１第３０号厚生

労働省雇用均等・児童 家庭局長通知） に基づき実施する保

育環境の向上等を図るために老朽化した備品及び設備の購

入、更新、改修等を行う事業  

(9) 感染症対策のための改修整備等事業  保育環境等改善等

事業実施要綱に基づき実施する新型コロナウイルス感染症

等の感染症対策のために必要となる改修及び設備の整備等

を行う事業  

(10) 安 全 対 策 事 業  保 育 環 境 等 改 善 等 事 業 実 施 要 綱 に 基 づ

き、送迎用バスに安全装置を設置する事業  

２  前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業 に 係 る 補 助 金 に つ い て は 、 子 ど

も・子育て支援法第２７条の施設型給付費及び 同法第２９条

の地域型保育給付費の加算額と比較して、いずれか高い方の

額を交付するものとする。  

３  第 １ 項 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 業 に 係 る 補 助 金 に つ

いて、再度、補助金の交付を受けるためには、当該事業を実

施してから１０年を経過しなければならない。  

（補助対象経費及び補助金の額）  

第 ５ 条  前 条 に 掲 げ る 補 助 事 業 に 対 す る 補 助 対 象 経 費 及 び 補

助金の額は、別表のとおりとする。  

（交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者は、岩倉市認定こど

も園等運営費補助金交付申請書（様式第１）に必要な書類を

添えて、市長に提出しなければならない。  

（交付決定）  

第７条  市長は、補助金の交付を適当と認めたときは、速やか

に交付の決定をし、岩倉市認定こども園等運営費補助金 交付

決定通知書（様式第２）により申請者に通知するものとする。

この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成する

ため条件を付けることができる。  

（計画変更）  

第８条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下



「 補 助 事 業 者 」 と い う 。） が 補 助 事 業 の 計 画 等 を 変 更 し 、 又

はこれに伴い補助金額に変更が生じる ときは、岩倉市認定こ

ども園等運営費補助金変更交付申請書（様式第３）を市長に

提出し、承認を受けなければなら ない。  

２  市長は、前項の承認をしたときは、必要に応じて条件を付

し、岩倉市認定こども園等運営費補助金 変更交付決定通知書

（ 様 式 第 ４ ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

（補助事業の中止又は廃止）  

第９条  補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようと

する場合は、市長の承認を受けなければならない。  

（実績報告）  

第１０条  補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して３

０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 翌 年 度 の ４ 月 ５ 日 の い ず れ か 早 い 日

までに、岩倉市認定こども園等運営費補助金 実績報告書（様

式第５）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。  

（補助金の額の確定及び交付等）  

第１１条  市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、岩倉市認定こども園等運営費補助金 確定通知書

（様式第６）により補助事業者に通知するものとする。  

２  補助事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかに 岩倉

市認定こども園等運営費補助金 請求書（様式第７）により市

長に補助金の交付を請求するものとする。  

３  市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交

付するものとする。  

４  前３項の規定にかかわらず、補助金の交付の目的を達成す

るため、市長が特に必要があると認めた場合は、補助事業の

実 績 に 応 じ て 補 助 金 を 部 分 払 に よ り 交 付 す る こ と が で き る 。 

５  前 項 の 規 定 に よ り 部 分 払 を 受 け よ う と す る 補 助 事 業 者 は 、

四 半 期 ご と に 岩 倉 市 認 定 こ ど も 園 等 運 営 費 補 助 金 部 分 払 請

求書（様式第８）に必要な書類を添えて、当該四半期の翌月

１０日までに市長に提出しなければならない。この場合にお



いては、補助金の交付について第３項の規定を準用する。  

（交付決定の取消し）  

第１２条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。  

(1) 第 ７ 条 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 付 し た 条 件 に 違

反したとき。  

(2) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。  

(3) 補助事業を中止し、又は 廃止したとき。  

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付につ

いて不正の行為があったとき。  

(5) この要綱の規定に違反したとき。   

（補助金の返還）  

第１３条  市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り

消した場合において、当該取消 しに係る部分について既に補

助金が交付され ているとき、又は補助事業者に交付すべき 補

助金の額を確定した場合において、既に当該額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて当該部分の補助金

を返還させなければならない。  

（帳簿等の整備）  

第１４条  補助事業者は、補助 対象事業に係る収支状況を明ら

かにした帳簿その他の書類を整備し 、補助事業の完了した日

（補助事業の中止又は廃止の 承認を受けた場合は、その承認

を受けた日）の属する年度の終了後 ５年間保管しなければな

らない。  

（検査等）  

第１５条  市長は、補助事業者に対して事業について必要な指

示をし、報告を求め、又は検査することができる。  

（雑則）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか 、必要な事項は、市長

が別に定める。  

 

附  則  



（施行期日）  

１  この要綱は、平成２ ７年４月１日から施行する。  

（岩倉市延長保育促進事業費補助金交付要綱の廃止）  

２  岩倉市延長保育促進事業費補助金交付要綱（平成２４年４

月 １ 日 施 行 。 以 下 「 廃 止 前 の 交 付 要 綱 」 と い う 。） は 、 廃 止

する。  

（経過措置）  

３  こ の 要 綱 に よ る 廃 止 前 の 交 付 要 綱 の 規 定 に よ る 平 成 ２ ６

年度分の延長保育促進事業費補助金 に関しては、なお従前の

例による。  

附  則  

この要綱は、平成２８年３月１日から施行し、平成２７年４

月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、平成３１年３月１日から施行し、平成３０年４

月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、令和元年１１月１日から施行し、平成３１年４

月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和３年１２月２８日から施行し、令和３年４

月１日から適用 する。  

 

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第４

条第８号については、令和４年４月１日から適用するものとす

る。  

附  則  

この要綱は、令和６年２月２２日から施行する。  

 

 



別表（第５条関係） 

補助事業 補助基準額 
補助基本

額 

補助金の

額 

(1) 延長保育

促進事業 

 

１ 補助対象経費 

 延長保育事業の実施に必

要な経費 

２ 補助基準額 

次の１又は２により算
出された額の合計額 

１ 保育短時間認定（在

籍児童１人当たり年

額） 

(1) 保育所及び認定こ

ども園 １時間

17,200 円 

(2) 小規模保育事業所 

１時間 10,200 円 

２ 保育標準時間認定

（在籍児童１人当た

り年額） 

(1) 保育所及び認定こ

ども園 30 分

300,000 円 

(2) 小規模保育事業所  

30 分 300,000 円 

補助対象経

費の実支出

額（補助対

象経費の支

出額から寄

付金その他

の収入額を

控 除 し た

額）と補助

基準額とを

比較してい

ずれか低い

方の額 

補助基本

額 

ただし、

算出され

た額に

1,000 円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てるもの

とする。 

(2) １歳児保

育実施事業 

１か所 4,519,000 円 

 

補 助 基 準

額 

補 助 基 本

額 

(3) 主任保育

士配置事業 

１か所 2,500,000 円 

 

補 助 基 準

額 

補 助 基 本

額 

(4) 産休・病

休代替職員

配置事業 

１ 補助対象経費 

産休・病休代替職員の任

用に必要な賃金 

２ 補助基準額 

次の 1 及び 2 により算出

された額の合計額 

１ 産休代替職員費 

5,920 円×勤務日数 

補 助 対 象

経費の実支

出額（補助

対 象 経 費

の 支 出 額

か ら 寄 付

金 そ の 他

の 収 入 額

補 助 基 本

額 

ただし、

算 出 さ れ

た 額 に 円

未 満 の 端

数 が あ る

ときは、こ



2 病休代替職員費 

5,920 円×勤務日数 

注 1) 1 及び 2 とも 1 人 1

日 5,920円を限度とす

る。 

注 2) 1 及び 2 の勤務日数

は、市長が任用の承認

をした職員が認定こ

ども園等に任用期間

の範囲内において勤

務した日数 

を 控 除 し

た額）と補

助 基 準 額

と を 比 較

し て い ず

れ か 低 い

方の額 

れ を 切 り

捨 て る も

のとする。 

(5) 保育補助

者雇上強化

事業 

１ 補助対象経費 

保育補助者を雇上げる

ために必要な報酬、給料、

職員手当等、賃金、共済費、

需用費、役務費、委託料、

使用料及び賃借料 

２ 補助基準額 
次の１又は２により算

出された額の合計額 
１ 定員が 121 人未満の

施設の場合 １か所当
たり年額 2,333,000 円 

２ 定員が 121人以上の

施設の場合 １か所当

たり年額 4,666,000 円 

補 助 対 象

経費の実支

出額（補助

対 象 経 費

の 支 出 額

か ら 寄 付

金 そ の 他

の 収 入 額

を 控 除 し

た額）と補

助 基 準 額

と を 比 較

し て い ず

れ か 低 い

方の額 

補 助 基 本

額 

ただし、

算 出 さ れ

た 額 に

1,000 円未

満 の 端 数

が あ る と

きは、これ

を 切 り 捨

て る も の

とする。 

(6) 保育体制

強化事業 

１ 補助対象経費 

保育体制強化のために

地域の多様な人材を活用

するために必要な報酬、給

料、職員手当等、賃金、報

償費、旅費、共済費、役務

費、委託料、使用料及び賃

借料 

２ 補助基準額 

１か所 月額 100,000円 

補 助 対 象

経費の実支

出額（補助

対 象 経 費

の 支 出 額

か ら 寄 付

金 そ の 他

の 収 入 額

を 控 除 し

た額）と補

補 助 基 本

額 

ただし、

算 出 さ れ

た 額 に

1,000 円未

満 の 端 数

が あ る と

きは、これ

を 切 り 捨



 助 基 準 額

と を 比 較

し て い ず

れ か 低 い

方の額 

て る も の

とする。 

(7) 保育所等
賃借料支援
事業 

 

 

 

 

１ 補助対象経費 
保育を実施する建物の

賃借料の額（年額とする。
以下同じ。）から賃借料加
算の額（年額とする。以下
同じ。）を差し引いた額。
ただし、賃借料の額が賃借
料加算の額の３倍を超え
る場合に限る。 
２ 補助基準額 
１か所 年額 3,040,000

円 

 

補助対象経

費の実支出

額（補助対

象経費の支

出額から寄

付金その他

の収入額を

控 除 し た

額）と補助

基準額とを

比較してい

ずれか低い

方の額 

補助基本額
に４分の３
を乗じて得
た額 

ただし、

算出された

額に 1,000

円未満の端

数があると

きは、これ

を切り捨て

るものとす

る。 

(8) 保育環境
向上等事業 

 

 

 

１ 補助対象経費 
保育環境の向上等を図る
ため、老朽化した備品及び
設備の購入、更新、改修等
を行うための経費 
２ 補助基準額 
１か所 年額 1,029,000

円 

補助対象経

費の実支出

額（補助対

象経費の支

出額から寄

付金その他

の収入額を

控 除 し た

額）と補助

基準額とを

比較してい

ずれか低い

方の額 

補助基本額 
ただし、

算出された
額に 1,000
円未満の端
数があると
きは、これ
を切り捨て
るものとす
る。 

(9) 感染症対
策のための
改修整備等
事業 

 

 

 

１ 補助対象経費 
新型コロナウイルス感染
症等の感染症対策のため
に必要となる改修や設備
の整備等を行うための経
費 
２ 補助基準額 

補助対象経

費の実支出

額（補助対

象経費の支

出額から寄

補助基本額 
ただし、

算出された
額に 1,000
円未満の端
数があると
きは、これ



１か所 年額 1,029,000
円 

付金その他

の収入額を

控 除 し た

額）と補助

基準額とを

比較してい

ずれか低い

方の額 

を切り捨て
るものとす
る。 

(10) 安 全 対
策事業 

 

 

 

１ 補助対象経費 
送迎用バスに安全装置を
設置するために必要な装
置の購入費及び装置を設
置するための経費 
２ 補助基準額 
送 迎 バ ス １ 台  年 額

175,000 円 

補助対象経

費の実支出

額（補助対

象経費の支

出額から寄

付金その他

の収入額を

控 除 し た

額）と補助

基準額とを

比較してい

ずれか低い

方の額 

補助基本額 
ただし、

算出された
額に 1,000
円未満の端
数があると
きは、これ
を切り捨て
るものとす
る。 

 



様式第１（第６条関係） 

年  月  日 

 

岩倉市長 殿 

 

申請者 

住所 

代表者職・氏名          

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金交付申請書 

 

このことについて、下記のとおり補助金を交付されるよう関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 申請額 金 円 

２ 関係書類 

(1)   年度認定こども園等運営費補助金所要額調書（別表１） 

 (2) 各事業補助金所要額明細書（別表２） 

 (3) 各事業実施計画書（別表３） 

 (4) 収支予算書（別表３の２） 

 (5) その他の参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３の２ 

 

収  支  予  算  書 

 

収  入                     （単位：円） 

項    目 金    額 積 算 の 基 礎 

岩倉市認定こども園

等運営費補助金 

  

計   

 

支  出                     （単位：円） 

項   目 金   額 積 算 の 基 礎 

補 

助 

対 

象 
経 

費 

   

小 計   

対 

象 

外 

経 

費 

   

小 計   

合 計   

備考 １ 補助事業に要する収入及び支出を記載してください。 

   ２ 支出のうち補助対象外経費がない場合は、対象外経費欄に斜線を引い

てください。 



様式第２（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

岩倉市長          印 

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のありました補助金については、

岩倉市認定こども園等運営費補助金交付要綱第７条の規定により、下

記のとおり決定します。 

 

記 

 

１ 交付決定額 

金 円 

交付決定額の内訳 

(1) 延長保育促進事業 円 

(2) １歳児保育実施事業 円 

(3) 主任保育士配置事業 円 

(4) 産休・病休代替職員配置事業 円 

(5) 保育補助者雇上強化事業 円 

(6) 保育体制強化事業 円 

(7) 保育所等賃借料支援事業 円 

(8) 保育環境向上等事業                       円 

(9) 感染症対策のための改修整備等事業     円 

(10) 安全対策事業                         円 

 

２ 補助条件 

 



様式第３（第８条関係） 

年  月  日 

 

岩倉市長 殿 

 

申請者 

住所 

代表者職・氏名          

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金変更交付申請書 

 

  年  月  日付けで交付申請した  年度岩倉市認定こども

園等運営費補助金について、下記のとおり関係書類を添えて変更交付

申請します。 

 

記 

 

１ 変更申請額 金 円 

２ 当初交付申請額 金 円 

３ 差引変更交付申請額 金 円 

４   年度認定こども園等運営費補助金所要額調書（別表１） 

５ 各事業補助金所要額明細書（別表２） 

６ 各事業実施計画書（別表３） 

７ その他の参考資料 

 



様式第４（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

岩 倉 市 長          

印 

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金変更交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで変更交付申請のありました補助金につい

ては、岩倉市認定こども園等運営費補助金交付要綱第８条の規定によ

り、下記のとおり交付決定を変更します。 

 

記 

 

１ 変更後交付決定額 金 円 

変更後交付決定額の内訳 

(1) 延長保育促進事業 円 

(2) １歳児保育実施事業 円 

(3) 主任保育士配置事業 円 

(4) 産休・病休代替職員配置事業 円 

(5) 保育補助者雇上強化事業 円 

(6) 保育体制強化事業 円 

(7) 保育所等賃借料支援事業 円 

(8) 保育環境向上等事業                       円 

(9) 感染症対策のための改修整備等事業     円 

(10) 安全対策事業                         円 

 

２ 当初交付決定額 金 円 

３ 差引変更交付決定額 金 円 

４ 補助条件 



様式第５（第１０条関係） 

年  月  日 

 

岩倉市長 殿 

 

補助事業者 

住所 

代表者職・氏名          

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金実績報告書 

 

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１   年度認定こども園等運営費補助金精算書（別表４） 

２ 各事業補助金精算額調書（別表５） 

３ 各事業実績調書（別表６） 

４ 収支決算書（別表６の２） 

５ その他の参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表６の２ 

 

収  支  決  算  書 

 

収  入                     （単位：円） 

項    目 金    額 積 算 の 基 礎 

岩倉市認定こども園

等運営費補助金 

  

計   

 

支  出                     （単位：円） 

項   目 金   額 積 算 の 基 礎 

補 

助 

対 

象 
経 

費 

   

小 計   

対 

象 

外 

経 

費 

   

小 計   

合 計   

備考 １ 補助事業に要した収入及び支出を記載してください。 

   ２ 支出のうち補助対象外経費がない場合は、対象外経費欄に斜線を引い

てください。 



様式第６（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

岩倉市長          印 

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金確定通知書 

 

  年  月  日付け  第   号で交付決定しました補助金

の額を確定しましたので、岩倉市認定こども園等運営費補助金交付要

綱第１１条第１項の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の確定額 金 円 

補助金の確定額の内訳 

(1) 延長保育促進事業 円 

(2) １歳児保育実施事業 円 

(3) 主任保育士配置事業 円 

(4) 産休・病休代替職員配置事業 円 

(5) 保育補助者雇上強化事業 円 

(6) 保育体制強化事業 円 

(7) 保育所等賃借料支援事業 円 

(8) 保育環境向上等事業                       円 

(9) 感染症対策のための改修整備等事業     円 

(10) 安全対策事業                         円 

 

 

 

 



様式第７（第１１条関係） 

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金請求書 

 

 

 

金 円 

 

岩倉市認定こども園等運営費補助金交付要綱第１１条第２項の規定

により上記金額を請求します。 

 

 

  年  月  日 

 

 

岩倉市長 殿 

 

 

補助事業者 

住所 

代表者職・氏名          

 

 

補助金の振込先 

金融機関名  

支 店 名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

口座名義人 

フリガナ  

漢 字 
 

 



様式第８（第１１条関係） 

 

  年度岩倉市認定こども園等運営費補助金部分払請求書 

（   年度 第  四半期：  月～  月分） 

 

金 円 

 

岩倉市認定こども園等運営費補助金交付要綱第１１条第５項の規定

により、関係書類を添えて上記金額を請求します。 

 

添付書類 

１   年度第 四半期（ 月～ 月分）認定こども園等運営費部分

払調書（別表７） 

２   年度第 四半期（ 月～ 月分）各事業支出額調書（別表８） 

３   年度第 四半期（ 月～ 月分）各事業実施確認書（別表９） 

 

  年  月  日 

 

岩倉市長 殿 

 

補助事業者 

住所 

代表者職・氏名          

 

補助金の振込先 

金融機関名  

支 店 名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

口座名義人 

フ リ ガ ナ  

漢 字 
 

 


